
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

消防局　総務課

消防事務手数料の免除（震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱）

消防事務手数料条例

第６条第２号

（電話６２１－５３６４）

　地震、風水害等の発生に伴い、災害応急対策のために、消防法（昭和
２３年法律第１８６号）第１０条第１項ただし書の規定により指定数量
以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。

設定等年月日 平成３年４月１日設定（令和　年　月　日最終変更）

標準処理期間 総日数　４日

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成３年４月１日設定（令和　　年　　月　　日最終変更）
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